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第１部 共生による環境先進地・京都の実現を目指して 

第１章 「京都府環境基本計画」（第３次）の改定について 

「京都府環境基本計画（第３次）」は、令和７（2025）年12月に中間改定の時期を迎え、環境行政

を取り巻く様々な状況の変化を踏まえた上で、新たな考え方や課題、それらに対応する施策を盛り込

むための改定を行いました。 

  

１ 計画の概要（策定の趣旨） 

「京都府環境基本計画」は、「京都府環境を守り育てる条例」第８条に基づき、環境の保全及び

創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を定めるものとして策定したものであり、21 世紀半ば

の府の将来像を見据えつつ、府環境行政の推進に関する個別の条例、計画及びアクションプラン並

びに府民と協働して取り組む施策や事業などの指針となるものです。 

 

２ 改定の背景 

令和５（2023）年公表の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第６次報告書では、パリ協定目

標達成のため、令和17（2035）年までに温室効果ガス＊排出量を令和元（2019）年比で60％削減す

る必要があるとされ、更なる取組の加速化が求められています。生物多様性に関しては、令和４

（2022）年採択の「昆明・モントリオール生物多様性枠組」により、「30by30目標」を始め、絶滅

危惧種の回復・保全、外来種対策、環境配慮型農林漁業など幅広い分野にわたる目標が設定されま

した。 

また、国においては令和７（2025）年２月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」において平

成25（2013）年度比で、令和12（2030）年度までに46％以上削減に加え、令和17（2035）年度まで

に60％削減、令和22（2040）年度までに73％削減の目標を掲げ、同年同月策定の「第７次エネルギ

ー基本計画」では再生可能エネルギー＊の最大限の導入に向けた取組が求められています。資源循

環分野では、令和６（2024）年の「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」

成立と「第五次循環型社会形成推進基本計画」の閣議決定により、「循環経済（サーキュラーエコ

ノミー）」への移行に向けた取組が一層求められています。 

一方で、人口減少・少子高齢化による地域コミュニティの弱体化、ウクライナ侵攻等によるエネ

ルギー安全保障の脆弱性に伴う持続可能なエネルギー社会への転換の必要性の高まり、コロナ禍を

経験した人々の価値観の変化など、環境行政を取り巻く社会情勢も大きく変化しています。 

このような変化を踏まえ、令和７（2025）年12月に「京都府環境基本計画（第３次）」を改定し

ました。 

 

３ 改定の概要 

  今回の改定の概要は、以下の３点です。 

(1)計画の基本となる考え方の追加 

まず、今回の改定では、これまで基本となる考え方として掲げていた環境・経済・社会の

好循環の創出に加え、国の「第六次環境基本計画」で新たに最上位の目的として取り入れら

れた「ウェルビーイング」の考え方を追加しました。（府では、「ウェルビーイング＝府民が

幸せを実感できる状態」と定義しています。具体的には、府民が身体的、精神的、社会的に満

たされ、多様な価値観に応じた“幸せ”を実感できる状態を表し、これには、環境保全の取組

を通じてその状態を高めていくことも含まれます。） 

環境を保全するために必要なことは、経済や社会全体で「がまん」することではなく、環

境に優しい消費行動や交通手段の選択が一般化し、個人や企業の環境行動を当たり前のもの

とすることです。こうした行動や取組は、環境を保全することにとどまらず、府民の健康水
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準や生活の質を高めるとともに、事業者の企業競争力を高めることにもつながります。さら

には、地域における災害への対応力を大幅に高め、より魅力ある安心・安全な地域づくりに

つながる社会の仕組みを構築し、環境・経済・社会の好循環を生み出していきます。環境・経

済・社会の好循環を促すことで、「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」を向

上させ、持続可能な社会の構築を加速させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)施策展開の根幹となる３つの柱 

「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」の向上、環境・経済・社会の好循環の

創出を相乗効果的に実現していくため、以下の３つの視点を根幹として、施策を展開していき

ます。 

 

・環境価値の創出 

   スタートアップ等、将来性のある企業の集積による長期的な経済成長や先進技術の発展に

よる、安心・安全で快適な暮らしの実現 

・京都ならではの豊かさ 

 京都ならではの豊かさである南北に広がる京都の豊かな自然資本や大学・学生のまち京都

における若い学生等の人的資本等の保全・活用 

・協働 

   府民や企業と府外の関係者（関係人口）を含めた一人一人の個性を活かし、連携し、自ら

行動していく地域社会の実現 

 

(3)計画期間の延長 

国の新たな地球温暖化対策推進計画等において計画期間が令和22（2040）年度とされたこ

とを踏まえ、本計画についても、計画期間を令和12（2030）年度までから令和22（2040）年度

までに延長します。 

 

図１－１－１ 

「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」のイメージ 
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４ 計画の構成 

 ※下線部分は、現行計画からの改定箇所     

 
 

第６章 環境課題の分野ごとの 

重点取組の推進 
 

② 循環型社会を目指した循環経済へ 

の移行の促進 

③ 安心・安全な暮らしを支える生活 

環境の保全と向上 

① 脱炭素社会と持続可能な経済成長 

の同時実現に向けた取組の加速化 

④ 自然と生活・文化が共生する 

地域社会の継承 

第１章 計画策定の趣旨 
１ 計画策定の背景   ２ 京都府の使命と役割   ３ 計画の位置付け  

４ 計画期間：おおむね令和 22（2040）年までを目途 

第２章 京都府を取り巻く現状の認識 
１ 環境行政を取り巻く社会情勢の変化 

・人口減少・少子高齢化社会の本格化 

・デジタル技術の急速な進展 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた 

 ライフスタイルの変化 

・国際情勢の変化が促す持続可能なエネルギーへ 

の転換の必要性 

 ・四半世紀超ぶりの本格的な物価高と金利上昇 

 

２ 京都ならではの豊かな「力（ポテンシャル）」 
 ・京都の歴史を繋いできた強靱さとチャレンジ精神 

・豊かな自然環境とそれに息づく多彩な伝統・文化 

 ・京都のまちづくりを支える力 

第３章 京都府の将来像（令和 32（2050）年頃） 

京都の「豊かさ」をはぐくむ脱炭素で持続可能な社会 

～将来世代のために手を携え、環境・経済・社会の好循環を創出～ 

第４章 計画の基本となる考え方 
「ウェルビーイング＝府民が幸せを実感できる状態」の向上 

持続可能な開発目標（SDGs）の考え方の活用による環境・経済・社会の好循環の創出 

３つの柱 ①環境価値の創出 ②京都ならではの豊かさ ③協働 

第７章 計画の推進 
・本計画に記載した施策展開の方向に基づき機動的に個別条例や個別計画を策定・改定 

・PD C A サイクルによる進捗管理とともに京都府環境審議会への報告により実効性を確保。おおむね５年ごとに

見直し 

 

３ 京都府の環境の現状と課題 
 ・持続可能な社会に向けた地球温暖化対策の推進 

・再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組 

・自然に親しみ自然とともに生きる地域づくり 

・限りある資源を大切にする循環型社会づくり 

・府民生活の安心・安全を守る環境管理の推進 

第５章 分野横断的施策の展開方向 
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京都府の地域特性に応じた 
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図１－１－２「京都府環境基本計画」の構成 


